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【定義】
相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することが
できない一筆の土地 【所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第２条第1項】←以下「法」という

★「相当な努力」とは?【所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令 第１条】←以下「政令」

①土地の登記事項証明書の交付を請求すること ②土地所有者確知必要情報（※1）の提供を
求めること

③住民基本台帳その他の書類（戸籍等）（※2）を
請求すること

④所有者へ書面の送付等（※3）を行うこと
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※１ 土地の所有者と思料される者の
氏名又は名称及び住所又は居所
その他の土地の所有者を確知する
ために必要な情報【政令第１条】

※2 戸籍簿又は除籍簿、戸籍の附票等
【所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
施行規則第２条】←以下「省令」

※3 書面の送付又は訪問のいずれか
【所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施
行規則第３条】

請求先
土地の所有権以外の権利者、
固定資産課税台帳・地籍調査
票等を備えると思料される市
町村⾧等、親族、在外公館の
⾧等【省令第１条】

※4 物置、作業小屋又はこれらに類するものであって、階数が１（平屋建て）で、床面積が20平方
メートル未満の建築物【政令第２条第１項、第２項】

地域福利増進事業、土地収用法の特例の対象



以下の場合に土地所有者等（※１）を知る必要があるときは、その探索に必要な限度で、土地所有者等関連情報（※２）の利用・提供（ (1)～(3) ）
が可能。【法第43条】

・ 地域福利増進事業、収用適格事業及び都市計画事業の実施の準備のため
・ 管理不全土地所有者不明土地の管理適正化の勧告のため
・ 裁判所への管理命令等の請求のため

(1) 都道府県知事及び市町村長は、その保有する土地所有者等関連情報を、内部で利用することができる。

(2) 都道府県知事及び市町村長は、地域福利増進事業等を実施しようとする者等から提供の求めがあったときは、土地所有者等関連情報を提供

するものとする。（請求者が国・地方公共団体以外の場合は、求めを受けた都道府県知事・市町村長が、土地所有者等本人の同意を得た上で

提供。）

(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、土地に工作物を設置している者等に対し、土地所有者等関連情報の提供を求めることがで

きる。

※１ 土地又は土地にある物件に関し所有権その他の権利を有する者
※２ 土地所有者等と思料される者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他の国土交通省令で定めるもの

 省令では、本籍、生年月日、死亡年月日及び連絡先を規定。【省令第54条】

①提供の求め
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（２）行政主体が保有する情報の外部提供
（第43条第２項～第４項）

（１）行政主体が保有する情報の
内部利用（第43条第１項）

事業を実施する部局

情報を保有する部局
（例：税部局）

土
地
所
有
者
等

①提供の求め

②同意の求め

③同意

④情報提供

①請求②情報提供

国の行政機関の長

工作物の設置者等
（インフラ事業者等）

②情報提供

（３）工作物の設置者等が保有する情報の外部提供
（第43条第５項）

① 提供の求め

② 情報提供

※同意を要するのは、請求者が国・
地方公共団体以外の場合のみ

地方公共団体の長
（都道府県知事・市町村長）
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公共事業には幅広く
使えます。


